
兵庫県中小企業融資制度（県制度融資） 

令和７年４月１日現在 

 

事 業 応 援 貸 付 の ご 案 内 
 

事業の発展に必要な資金を融資します 
 

１  融資対象者 

 次の①又は②のいずれかに該当する中小企業者等で、かつ次の③に該当する方 
① 県内で事業を営む方  
② 県外で事業を営んでおり、県内でその事業を営もうとする方 

 ③ 既存事業の深化、新技術・新製品の開発や新分野進出、海外事業展開等への各種取り
組みにより、融資実行後、概ね２年以内に売上高の増加が見込まれる方 

２  融資条件 

 融 資 利 率    年１.５５％（固定利率）  

 
保 証 料 率  
（主な場合） 

 ０．３６％～１．５２％ 
 （県制度融資の責任共有保証料率から２割軽減※） 
  ※特例保証を適用する場合等を除く 

 

 融資限度額  １億円  

 融 資 期 間    １０年以内（うち据置２年以内）  

 資 金 使 途  業況の拡大や新事業展開等に必要となる設備資金及び運転資金  

 信 用 保 証  
 原則として保証協会の保証を付ける 
（取扱金融機関が認める場合は不要） 

 

 
申込書類等 
（主なもの） 

①信用保証委託申込書（兵庫県信用保証協会所定様式） 

 ※保証協会の保証を付けない場合は、兵庫県中小企業融資申込書（様式第２号） 

②事業応援貸付事業計画書（様式第３号） 

③その他取扱金融機関または保証協会が必要と認める書類 

 

 

３  ご利用・お申込み 

    ご利用・お申込みは、県融資制度の取扱金融機関へご相談ください。 

※ 取扱金融機関の一覧は、県ホームページに掲載しています。 

※ 店舗によって取り扱っていない場合もありますので、事前に各店舗へご確認ください。 

   ※ 取扱金融機関又は保証協会の審査により、融資を受けられない場合があります。 

※ また、主な内容を記載しているため、これら以外の要件等がある場合もあります。 

 
兵庫県産業労働部地域経済課 (神戸市中央区下山手通5-10-1) 

兵庫県 制度融資で検索 または 右のQRコードから 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/ie05_000000031.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/ie05_000000031.html

